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(57)【要約】
【課題】装着部の密着性を向上する。
【解決手段】異物侵入防止具は、長尺帯状に形成され、
身体の特定の部位に筒状に巻付けられると共に、伸縮性
を有する装着部と、前記装着部の幅方向一端部から延出
され、身体の一部を覆うカバー部と、を備え、前記装着
部は、身体への装着状態において、前記装着部の外周側
の部分を構成する第１装着部材と、前記装着部の内周側
の部分を構成する第２装着部材と、を含んで構成されて
おり、前記第２装着部材の伸縮率と前記第１装着部材の
伸縮率とが異なることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺帯状に形成され、身体の特定の部位に筒状に巻付けられると共に、伸縮性を有する
装着部を備え、
　前記装着部は、身体への装着状態において、前記装着部の外周側の部分を構成する第１
装着部材と、前記装着部の内周側の部分を構成する第２装着部材と、を含んで構成されて
おり、前記第２装着部材の伸縮率と前記第１装着部材の伸縮率とが異なることを特徴とす
る異物侵入防止具。
【請求項２】
　前記第２装着部材の伸縮率が前記第１装着部材の伸縮率と比べて高いことを特徴とする
請求項１に記載の異物侵入防止具。
【請求項３】
　前記第２装着部材の伸縮率が前記第１装着部材の伸縮率と比べて低いことを特徴とする
請求項１に記載の異物侵入防止具。
【請求項４】
　前記装着部の幅方向一端部から延出され、身体の一部を覆うカバー部を備える請求項１
から請求項３の何れか１項に記載の異物侵入防止具。
【請求項５】
　前記第１装着部材が繊維素材によって構成され、前記第２装着部材が合成ゴム素材によ
って構成されている請求項１から請求項４の何れか１項に記載の異物侵入防止具。
【請求項６】
　前記第１装着部材が前記第２装着部材の表面の滑りを良くするために形成されるコーテ
ィング膜で構成され、前記第２装着部材が合成ゴム素材によって構成されている請求項１
から請求項４の何れか１項に記載の異物侵入防止具。
【請求項７】
　前記第１装着部材と前記第２装着部材とが、前記装着部の厚み方向に貼り合わされてい
る請求項１から請求項６の何れか１項に記載の異物侵入防止具。
【請求項８】
　前記装着部における長手方向両端部の幅寸法が、前記装着部における長手方向中間部の
幅寸法よりも大きい請求項７に記載の異物侵入防止具。
【請求項９】
　前記第１装着部材は、前記装着部の幅方向一方側の部分を構成し、
　前記第２装着部材が、前記装着部の幅方向他方側の部分を構成すると共に、前記第１装
着部材に縫合された縫合部を有しており、
　前記装着部が、長手方向から見て、前記縫合部において折り返されている請求項１から
請求項６の何れか１項に記載の異物侵入防止具。
【請求項１０】
　前記第１装着部材における長手方向両端部の幅寸法が、前記第１装着部材における長手
方向中間部の幅寸法よりも大きく設定され、
　前記第２装着部材における長手方向両端部の幅寸法が、前記第２装着部材における長手
方向中間部の幅寸法よりも大きく設定され、
　前記第２装着部材における長手方向中間部の幅寸法が、前記第１装着部材における長手
方向中間部の幅寸法よりも大きく設定されている請求項９に記載の異物侵入防止具。
【請求項１１】
　長尺帯状に形成され、長手方向に沿って折り返された状態で身体の特定の部位に筒状に
巻付けられると共に、伸縮性を有する装着部を備え、
　前記装着部は、身体への装着状態において、折り返された前記装着部の外側の部分を構
成する第１装着部材と、当該折り返された前記装着部の内側を構成する第２装着部材と、
を含んで構成されており、前記第２装着部材の伸縮率と前記第１装着部材の伸縮率とが異
なることを特徴とする異物侵入防止具。
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【請求項１２】
　前記身体への装着状態において、前記装着部における内周部の長手方向中間部の幅寸法
が、当該装着部における外周部の長手方向中間部よりも大きく設定されている請求項１１
に記載の異物侵入防止具。
【請求項１３】
　前記装着部が、長手方向に沿って折り返された状態で、前記第１装着部材及び前記第２
装着部材の伸縮性を維持したまま、厚み方向に対向する面同士が縫合されている請求項１
１または請求項１２のいずれかに記載の異物侵入防止具。
【請求項１４】
　前記装着部が、身体の首部に装着可能に構成され、前記カバー部が、身体の上半身を覆
うシート状に形成されていることを特徴とする請求項１から請求項１３の何れか１項に記
載の異物侵入防止具。
【請求項１５】
　同心に延びる渦巻き形状に形成され、身体の特定の部位に筒状に巻付けられると共に、
伸縮性を有する装着部を備え、
　前記装着部は、身体への装着状態において、前記装着部の外周側の部分を構成する第１
装着部材と、前記装着部の内周側の部分を構成する第２装着部材と、を含んで構成されて
おり、前記第２装着部材の伸縮率と前記第１装着部材の伸縮率とが異なることを特徴とす
る異物侵入防止具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異物侵入防止具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、美容室等で用いられるカットクロス（防水具）が記載されている
。このカットクロスは、着用者の首に装着される襟部と、着用者の肩や背中部を覆うカバ
ー部と、を含んで構成されている。また、襟部には、伸縮性を有する複数のゴム紐が設け
られており、ゴム紐が所定の間隔を空けて配設されている。これにより、カットした毛髪
やパーマ液等の液体が、着用者の首と、襟部と、の間からカバー部の内側へ入り込むこと
を防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２４２９４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記カットクロスでは、以下に示す点において改善の余地がある。すな
わち、上記カットクロスでは、布体によって構成された襟部に、ゴム紐が挿入される袋部
が形成されており、襟部が、着用者の首に接触される構成になっている。このため、ゴム
紐の弾性力によって襟部を着用者の首に密着させるものの、着用者の首と襟部との間の密
着性を高めるという点において、改善の余地がある。したがって、カットクロス等の防水
具では、装着される装着部の密着性を向上できる構成にすることが望ましい。
【０００５】
　本発明は、上記事実を考慮して、装着部の密着性を向上できる異物侵入防止具を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、長尺帯状に形成され、身体の特定の部位に筒状
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に巻付けられると共に、伸縮性を有する装着部を備え、前記装着部は、身体への装着状態
において、前記装着部の外周側の部分を構成する第１装着部材と、前記装着部の内周側の
部分を構成する第２装着部材と、を含んで構成されており、前記第２装着部材の伸縮率と
前記第１装着部材の伸縮率とが異なることを特徴とする異物侵入防止具である。
【０００７】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記第２装着部材の伸縮率が前記第１装着部材
の伸縮率と比べて高いことを特徴とする異物侵入防止具である。
【０００８】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記第２装着部材の伸縮率が前記第１装着部材
の伸縮率と比べて低いことを特徴とする請求項１に記載の異物侵入防止具。
【０００９】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記装着部の幅方向一端部から延出され、身体
の一部を覆うカバー部を備える異物侵入防止具である。
【００１０】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記第１装着部材が繊維素材によって構成され
、前記第２装着部材が合成ゴム素材によって構成されている異物侵入防止具である。
【００１１】
　前記第１装着部材が前記第２装着部材の表面の滑りを良くするために形成されるコーテ
ィング膜によって構成され、前記第２装着部材が合成ゴム素材によって構成されている異
物侵入防止具である。
【００１２】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記第１装着部材と前記第２装着部材とが、前
記装着部の厚み方向に貼り合わされている異物侵入防止具である。
【００１３】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記装着部における長手方向両端部の幅寸法が
、前記装着部における長手方向中間部の幅寸法よりも大きい異物侵入防止具である。
【００１４】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記第１装着部材は、前記装着部の幅方向一方
側の部分を構成し、前記第２装着部材が、前記装着部の幅方向他方側の部分を構成すると
共に、前記第１装着部材に縫合された縫合部を有しており、前記装着部が、長手方向から
見て、前記縫合部において折り返されている異物侵入防止具である。
【００１５】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記第１装着部材における長手方向両端部の幅
寸法が、前記第１装着部材における長手方向中間部の幅寸法よりも大きく設定され、前記
第２装着部材における長手方向両端部の幅寸法が、前記第２装着部材における長手方向中
間部の幅寸法よりも大きく設定され、前記第２装着部材における長手方向中間部の幅寸法
が、前記第１装着部材における長手方向中間部の幅寸法よりも大きく設定されている異物
侵入防止具である。
【００１６】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、長尺帯状に形成され、長手方向に沿って折り返
された状態で身体の特定の部位に筒状に巻付けられると共に、伸縮性を有する装着部を備
え、前記装着部は、身体への装着状態において、折り返された前記装着部の外側の部分を
構成する第１装着部材と、当該折り返された前記装着部の内側を構成する第２装着部材と
、を含んで構成されており、前記第２装着部材の伸縮率と前記第１装着部材の伸縮率とが
異なることを特徴とする異物侵入防止具である。
【００１７】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、身体への装着状態において、前記装着部におけ
る内周部の長手方向中間部の幅寸法が、当該装着部における外周部の長手方向中間部より
も大きく設定されている異物侵入防止具である。
【００１８】
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　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記装着部が、長手方向に沿って折り返された
状態で、前記第１装着部材及び前記第２装着部材の伸縮性を維持したまま、厚み方向に対
向する面同士が縫合されている異物侵入防止具である。
【００１９】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記装着部が、身体の首部に装着可能に構成さ
れ、前記カバー部が、身体の上半身を覆うシート状に形成されていることを特徴とする異
物侵入防止具である。
【００２０】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、同心に延びる渦巻き形状に形成され、身体の特
定の部位に筒状に巻付けられると共に、伸縮性を有する装着部を備え、前記装着部は、身
体への装着状態において、前記装着部の外周側の部分を構成する第１装着部材と、前記装
着部の内周側の部分を構成する第２装着部材と、を含んで構成されており、前記第２装着
部材の伸縮率と前記第１装着部材の伸縮率とが異なることを特徴とする異物侵入防止具で
ある。
【発明の効果】
【００２１】
　上記構成の異物侵入防止具によれば、装着部の密着性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】（Ａ）は、第１の実施の形態に係るシャンプークロスの全体を示す平面図であり
、（Ｂ）は、（Ａ）に示される装着部を示す断面図（図１（Ａ）の１Ｂ－１Ｂ線拡大断面
図）である。
【図２】図１（Ａ）に示されるシャンプークロスを被洗髪者が着用した状態を説明するた
めの説明図である。
【図３】（Ａ）は、第２の実施の形態に係るシャンプークロスの全体を示す平面図であり
、（Ｂ）は、（Ａ）に示される装着部を示す断面図（図３（Ａ）の３Ｂ－３Ｂ線拡大断面
図）である。
【図４】図３に示される装着部を展開した状態を示す展開図である。
【図５】（Ａ）は、第３の実施の形態に係るシャンプークロスであって、装着部を展開し
た状態を示す平面図であり、（Ｂ）は、（Ａ）に示されるシャンプークロスの装着時の縦
断面図である。
【図６】（Ａ）は、第３の実施の形態の変形例に係るシャンプークロスであって、装着部
を展開した状態示す平面図であり、（Ｂ）は、（Ａ）に示されるシャンプークロスの装着
時の縦断面図である。
【図７】第４の実施の形態に係るカットクロスの全体を示す平面図である。
【図８】図７に示されるカットクロスを被洗髪者が着用した状態を説明するための被洗髪
者を横から見た際の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
（第１の実施の形態）
　以下、図１及び図２を用いて、第１の実施の形態に係る「異物侵入防止具」としてのシ
ャンプークロス１０について説明する。このシャンプークロス１０は、美容室等において
、洗髪時に用いられる防水用の前開きクロスとして構成されている。具体的には、被洗髪
者Ｐがシャンプークロス１０を着用して、被洗髪者Ｐの衣服に液体等がかかることを防止
するようになっている。
【００２４】
　シャンプークロス１０は、全体として、略矩形シート状に形成されている。シャンプー
クロス１０は、シャンプークロス１０の略中央部を構成する装着部２０と、シャンプーク
ロス１０の外周側の部分を構成するカバー部３０と、装着部２０を取り囲み、カバー部３
０より小さいウォーターカット部４０と、を含んで構成されている。
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【００２５】
　装着部２０は、被洗髪者Ｐの首部ＮＣに装着される装着部として構成されている。装着
部２０は、シャンプークロス１０の厚み方向から見て、一部開放された略円環帯状に形成
されている。また、装着部２０は、装着部２０の厚み方向一方側（図１（Ｂ）の矢印Ａ方
向側であり、表面側）の部分を構成する第１装着部材２２と、装着部２０の厚み方向他方
側（図１（Ｂ）の矢印Ｂ方向側であり、裏面側）の部分を構成する第２装着部材２４と、
を含んで構成されている。そして、第１装着部材２２及び第２装着部材２４が、装着部２
０の厚み方向に互いに貼り付けられている。
【００２６】
　第２装着部材２４は、伸縮性を有する合成ゴム素材で構成されている。第２装着部材２
４を構成する合成ゴム素材は、クロロプレンゴムを成分または主成分とするものが望まし
く、例えばネオプレン（商標）である。また、第２装着部材２４を構成する合成ゴム素材
は、スポンジ状であるのが望ましい。
【００２７】
　第１装着部材２２は、第２装着部材２４とは、伸縮率が異なる素材で構成される。第１
装着部材２２は、繊維素材、または、第２装着部材２４の表面の滑りを良くするために形
成されるコーティング膜で構成される。第１装着部材２２を構成する繊維素材は、例えば
、伸縮性を有するニット生地（ジャージ生地）である。また、第１装着部材２２を構成す
るコーティング膜は、ゴムの表面加工に用いることができて表面の滑りを良くするための
コーティング剤であって、例えば、スーパーコンポジットスキンコートである。
【００２８】
　つまり、装着部２０は、第２装着部材２４の伸縮性（伸縮率）が第１装着部材２２の伸
縮性（伸縮率）よりも高いまたは低いという異なる伸縮率を有する２つの部材で構成され
、所謂ウェットスーツ生地によって構成されている。
【００２９】
　また、装着部２０の幅寸法は、装着部２０における長手方向両端部から長手方向中央部
へ向かうに従い大きくなるように設定されている。換言すると、装着部２０における長手
方向両端部の幅寸法Ｗ１が、装着部２０における長手方向中央部の幅寸法Ｗ２よりも小さ
くなっている。
【００３０】
　さらに、装着部２０の表面には、装着部２０の長手方向一方側の端部において、面ファ
スナ２６が設けられている。面ファスナ２６は、装着部２０の径方向内側端部において、
装着部２０の周方向に延在されると共に、装着部２０（第１装着部材２２）に縫合されて
いる。一方、装着部２０の裏面には、装着部２０の長手方向他方側の端部において、面フ
ァスナ２８が設けられている。面ファスナ２８は、装着部２０の径方向内側端部において
、装着部２０の周方向に延在されると共に、装着部２０（第２装着部材２４）に縫合され
ている。
【００３１】
　そして、装着部２０の径方向内側部分を被洗髪者Ｐの首部ＮＣに巻き付けて、面ファス
ナ２６と面ファスナ２８とを互いに貼り付けることで、装着部２０が首部ＮＣの外周部に
沿った略円筒状になるように被洗髪者Ｐの首部ＮＣに装着されるようになっている。
【００３２】
　カバー部３０は、樹脂製のシート材によって構成されて、全体として、略矩形状に形成
されている。カバー部３０の中央部には、孔部３２が貫通形成されており、孔部３２は、
装着部２０の外形に対応した形状を成している。そして、孔部３２の外周縁部が、装着部
２０の幅方向一方側（径方向外側）の端部に縫合されている。これにより、カバー部３０
が、装着部２０の径方向外側端部から装着部２０の径方向外側へ延出されている。また、
カバー部３０には、装着部２０の長手方向両端部に対応する位置において、カバー部３０
を周方向に分断するスリット３６が形成されている。
【００３３】
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　ウォーターカット部４０は、樹脂製のシート材によって構成され、全体として、カバー
部３０よりも小さい略矩形状に形成されている。また、ウォーターカット部４０は、カバ
ー部３０上に重ねられている。ウォーターカット部４０の中央部には、孔部３４が貫通形
成されており、孔部３４は、装着部２０の内形に対応した形状を成している。そして、孔
部３４の外周縁部が、装着部２０の幅方向一方側（径方向内側）の端部に縫合されている
。これにより、ウォーターカット部４０が、装着部２０の径方向内側端部から装着部２０
の径方向外側へ延出されている。なお、ウォーターカット部４０を、カバー部３０と同様
に、孔部３４の外周縁部が、装着部２０の幅方向一方側（径方向外側）の端部に縫合され
てもよい。
【００３４】
　孔部３４の外周縁部を装着部２０の幅方向一方側（径方向内側）の端部に縫合する際に
は、弛みを持たせた状態で縫合されているのが望ましい。これにより、装着部２０を被洗
髪者Ｐの首部ＮＣに巻き付けるために長手方向に伸長する際に、ウォーターカット部４０
が装着部２０の伸長を妨げず、装着時にウォーターカット部４０が弛みなく首部ＮＣに沿
うようできる。
【００３５】
（作用効果）
　次に、第１の実施の形態の作用及び効果について説明する。
【００３６】
　上記のように構成されたシャンプークロス１０を被洗髪者Ｐが着用するときには、シャ
ンプークロス１０の開口部１２を開口させて、被洗髪者Ｐの上半身を覆うようにシャンプ
ークロス１０を配置する。そして、装着部２０の内部に被洗髪者Ｐの首部ＮＣを挿入させ
て、装着部２０の長手方向両端部を重ね合わせるように、装着部２０を被洗髪者Ｐの首部
ＮＣに巻き付ける。具体的には、装着部２０を長手方向に伸長させると共に、装着部２０
の長手方向一方側の端部の上に、装着部２０の長手方向他方側の端部が重なるように配置
して、面ファスナ２６と面ファスナ２８とを互いに貼り付ける。これにより、装着部２０
が、被洗髪者Ｐの首部ＮＣに、筒状に装着される。より詳しくは、装着部２０の第２装着
部材２４が、筒状を成す装着部２０の内周面となり被洗髪者Ｐの首部ＮＣに密着する。一
方、装着部２０の第１装着部材２２が、筒状を成す装着部２０の外周面となるように配置
される。そして、この状態では、カバー部３０が、被洗髪者Ｐの上半身を覆う状態になる
（図２参照）。
【００３７】
　ここで、シャンプークロス１０の装着部２０では、第２装着部材２４の伸縮率と第１装
着部材２２の伸縮率とが異なっている。それにより、装着部２０を被洗髪者Ｐの首部ＮＣ
に巻き付ける際には、装着部２０は伸縮率が高い方の装着部材によって装着部２０が長手
方向に伸長されやすくなり、被洗髪者Ｐの首部ＮＣに装着部２０を巻き付けやすくなる。
また、装着部２０が被洗髪者Ｐの首部ＮＣに巻き付けられた後は、伸縮率が低い方の装着
部材によって装着部２０が長手方向に収縮されて、装着部２０における被洗髪者Ｐに対す
る密着性を向上することができる。そして、被洗髪者Ｐに対して装着部２０の密着性を向
上することで、装着部２０と被洗髪者Ｐの首部ＮＣとの間に隙間が生じにくくなり、隙間
から水、パーマ液、シャンプー液、トリートメント液といった液体や髪といった固体の異
物が、被洗髪者Ｐの衣服に付くことを防止することができる。
【００３８】
　しかも、シャンプークロス１０の装着部２０では、第１装着部材２２と第２装着部材２
４とが、装着部２０の厚み方向において貼り付けられており、第１装着部材２２の伸縮率
と第２装着部材２４の伸縮率とが異なっている。このため、これにより、被洗髪者Ｐの首
部ＮＣに繰り返し装着される装着部２０の耐久性を向上することができる。
【００３９】
　すなわち、装着部２０の被洗髪者Ｐへの装着状態では、装着部２０を長手方向に伸長さ
せながら首部ＮＣを筒状に巻き付ける。このため、装着部２０の装着状態では、装着部２
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０の伸縮率の高い方の一面側の部位の伸び量（変形量）が、装着部２０の伸縮率の低い方
の他面側の部位の伸び量（変形量）よりも大きくなる。仮に、装着部２０を伸縮率の高い
方の部材のみによって構成した場合には、伸縮率の高い方の部材が過度に伸ばされて、装
着部２０の耐久性が悪化する可能性がある。
【００４０】
　これに対して、本実施の形態の装着部２０では、上述のように、装着部２０の被洗髪者
Ｐへの装着状態において、筒状の装着部２０の外周面を構成する第１装着部材と、内周面
を構成する第２装着部材との伸縮率が異なる。このため、装着部２０の被洗髪者Ｐへの装
着状態において、伸縮率が高い方の部材の伸び量（変形量）を、上記の場合と比べて低く
することができる。これにより、伸縮率が高い方の部材が過度に伸ばされることを抑制で
きる。したがって、装着部２０の耐久性を向上することができる。
【００４１】
　また、シャンプークロス１０の装着部２０では、合成ゴム素材で構成された第２装着部
材２４と、繊維素材または第２装着部材２４の表面の滑りを良くするために形成されるコ
ーティング膜で構成された第１装着部材２２と、が貼り合わされている。つまり、装着部
２０が、ウェットスーツ生地で構成されている。これにより、装着部２０の被洗髪者Ｐに
対する密着性を簡易な構成で向上することができる。
【００４２】
　また、シャンプークロス１０では、装着部２０の長手方向両端部の幅寸法Ｗ１が、装着
部２０の長手方向中央部の幅寸法Ｗ２よりも小さくなっている。これにより、装着部２０
を被洗髪者Ｐの首部ＮＣに装着したときに、装着部２０の長手方向両端部が、被洗髪者Ｐ
の喉仏に当たることを抑制できる。したがった、シャンプークロス１０を被洗髪者Ｐに装
着したときの装着性を向上することができる。
【００４３】
　筒状の装着部２０の外周面を構成する第１装着部材２２がニット生地や第２装着部材２
４の表面の滑りを良くするために形成されるコーティング膜で構成されることにより、第
２装着部材２４が速乾性を有し、装着部８０が濡れているという不快感を減らすことや、
一の装着者の使用後から装着部が乾燥して次の装着者が使用できるようになるまでの時間
を短くすることができる。更に、筒状の装着部２０の外周面を構成する第１装着部材２２
が第２装着部材２４の表面の滑りを良くするために形成されるコーティング膜で構成され
ることにより、髪やゴミが第２装着部材２４に付着することを防ぐことができる。
【００４４】
（第２の実施の形態）
　以下、図３及び図４を用いて第２の実施の形態の「異物侵入防止具」としてのシャンプ
ークロス５０について説明する。シャンプークロス５０は、装着部６０を除いて第１の実
施の形態のシャンプークロス１０と同様に構成されている。なお、図面では、第１の実施
の形態と同様に構成されている部材には、同一の符号を付している。
【００４５】
　第２の実施の形態では、長尺帯状に形成された装着部６０が、幅方向中間部に折り返さ
れると共に、一部開放された略円筒状に湾曲されている。具体的には、図４に示されるよ
うに、装着部６０が、装着部６０の展開状態において、装着部６０の幅方向一方側の部分
を構成する第１装着部材２２と、装着部６０の幅方向他方側の部分を構成する第２装着部
材２４と、を含んで構成されており、第２装着部材２４の幅方向一方側の端部が、第１装
着部材２２の幅方向他方側の端部に縫合されている。そして、第２装着部材２４における
縫合された部分を縫合部６２としている。なお、装着部６０において、第１装着部材２２
の厚み方向他方側の部分に第２装着部材２４が、第２装着部材２４の厚み方向他方側の部
分に第１装着部材２２が、それぞれの厚み方向に互いに貼り付けられていてもよい。更に
、装着部６０は、装着部６０の幅方向一方側の部分が第２装着部材２４を第１装着部材２
２で厚み方向に挟むように互いを貼り付けたもので構成され、装着部６０の幅方向他方側
の部分が第１装着部材２２を第２装着部材２４で厚み方向に挟むように互いを貼り付けも
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ので構成されてもよい。
【００４６】
　そして、図３（Ａ）及び（Ｂ）に示されるように、第２の実施の形態では、装着部６０
が縫合部６２の部位において折り返されて、第１装着部材２２と第２装着部材２４とを厚
み方向に対向配置させた後に、装着部６０を一部開放された円筒状に湾曲させている。具
体的には、筒状を成す装着部６０の内周面を第２装着部材２４が構成し、筒状を成す装着
部６０の外周面を第１装着部材２２が構成するように、装着部６０が湾曲されている。
【００４７】
　カバー部３０及びウォーターカット部４０が装着部６０の幅方向一端部に縫合されて、
装着部６０から延出されている。図においては、カバー部３０及びウォーターカット部４
０は、装着部６０の外周面の第１装着部材２２内側に縫合されているが、装着部６０の内
周面の第２装着部材２４内側に縫合されてもよい。また、カバー部３０は装着部６０の内
周面の第２装着部材２４内側の幅方向一端部に縫合され、ウォーターカット部４０は装着
部６０の外周面の第１装着部材２２内側の幅方向一端部に縫合されてもよい。更に、第１
の実施の形態と同様に、カバー部３０は装着部６０の幅方向一端部に縫合され、ウォータ
ーカット部４０は縫合部６２近傍であって、装着部６０の外周面の第１装着部材２２外側
の幅方向上部に縫合されてもよい。
【００４８】
　また、図４に示されるように、第１装着部材２２の長手方向両端部の幅寸法Ｗ３が、第
１装着部材２２の長手方向中央部の幅寸法Ｗ４よりも小さく設定されており、第２装着部
材２４の長手方向両端部の幅寸法Ｗ５が、第２装着部材２４の長手方向中央部の幅寸法Ｗ
６よりも小さく設定されている。さらに、第２装着部材２４の長手方向中央部の幅寸法Ｗ
６が、第１装着部材２２の長手方向中央部の幅寸法Ｗ４よりも大きく設定されている。
【００４９】
　さらに、装着部６０の外周面（第１装着部材２２）には、長手方向一方側の端部におい
て、面ファスナ２６が設けられている。一方、装着部６０の内周面（第２装着部材２４）
には、長手方向他方側の端部において、面ファスナ２８が設けられている。
【００５０】
　そして、シャンプークロス５０の被洗髪者Ｐへの着用時には、第１の実施の形態と同様
に、装着部６０を長手方向（周方向）に伸長させて、装着部６０の長手方向両端部を重ね
合わせるように、装着部６０を被洗髪者Ｐの首部ＮＣに巻き付けて、面ファスナ２６と面
ファスナ２８とを互いに貼り付ける。これにより、装着部２０が、被洗髪者Ｐの首部ＮＣ
に、筒状に巻き付けられた状態に装着される。
【００５１】
　このように、装着部６０を被洗髪者Ｐの首部ＮＣに巻き付ける際および装着部６０が被
洗髪者Ｐの首部ＮＣに巻き付けられた後では、装着部６０は縫合部６２の部位において折
り返されて、第１装着部材２２と第２装着部材２４とを厚み方向に対向配置された状態、
すなわち、伸縮率が異なっている第１装着部材２２と第２装着部材２４とが厚み方向に重
ね合わされた状態である。このため、第２の実施の形態においても、被洗髪者Ｐの首部Ｎ
Ｃに装着部６０を巻き付けやすく、また、装着部６０における被洗髪者Ｐに対する密着性
を向上することができる。
【００５２】
　また、第２の実施の形態では、装着部６０が、幅方向中間部（縫合部６２）において折
り返されて、装着部２０が筒状に湾曲されている。このため、第２の実施の形態では、装
着部６０において、第１装着部材２２と第２装着部材２４とが装着部６０の周方向に相対
移動可能に構成されている。これにより、例えば、被洗髪者Ｐに対する洗髪中において第
１装着部材２２が装着部６０の周方向に仮にずれても、第２装着部材２４が被洗髪者Ｐの
首部ＮＣに対してずれることを抑制できる。したがって、装着部６０の首部ＮＣへの密着
性を一層向上することができる。
【００５３】



(10) JP 2020-54774 A 2020.4.9

10

20

30

40

50

　しかも、装着部６０も、伸縮率が異なっている第１装着部材２２と第２装着部材２４と
が厚み方向に重ね合わされた状態で、被洗髪者Ｐの首部ＮＣに巻き付けられるので、被洗
髪者Ｐの首部ＮＣに繰り返し装着される装着部６０の耐久性を向上することができる。
【００５４】
　さらに、第２装着部材２４の長手方向中央部の幅寸法Ｗ６が、第１装着部材２２の長手
方向中央部の幅寸法Ｗ４よりも大きく設定されている。このため、装着部２０を被洗髪者
Ｐの首部ＮＣに装着したときに、被洗髪者Ｐの襟足に装着部２０の折返し部分が当たるこ
とを抑制できる。これにより、装着部２０の被洗髪者Ｐに対する装着性を一層向上するこ
とができる。また、被洗髪者Ｐに対する洗髪もし易くなる。
【００５５】
（第３の実施の形態）
　以下、図５及び図６を用いて第３の実施の形態の「異物侵入防止具」としてのシャンプ
ークロス７０について説明する。シャンプークロス７０は、装着部８０を除いて第２の実
施の形態のシャンプークロス５０と同様に構成されている。なお、第３の実施の形態に係
るシャンプークロス７０の平面図については、符号を除いて、第２の実施の形態に係るシ
ャンプークロス５０の全体を示す平面図と同一であるため、詳細な説明は省略する。また
、図面では、第２の実施の形態と同様に構成されている部材には、同一の符号を付してい
る。
【００５６】
　第３の実施の形態では、図５（Ａ）および（Ｂ）に示されるように、長尺帯状に形成さ
れた装着部８０は、シャンプークロス７０の装着時に、幅方向中間部８２で折り返されて
、一部開放された略円筒状に湾曲される。装着部８０は、第１装着部材２２の厚み方向他
方側の部分に第２装着部材２４が貼り付けられている。装着部８０は、第１装着部材２２
がその外側に第２装着部材２４が内側になるように幅方向中間部８２で折り返されて、一
部開放された円筒状に湾曲される。そして、装着部８０が筒状に湾曲されると、筒状を成
す装着部８０の内周面および外周面の両方が第１装着部材２２となる。
【００５７】
　また、図５（Ａ）に示されるように、装着部８０の外形形状および幅寸法は、第２の実
施の形態の装着部６０と同じである。さらに、装着部８０の外周面（第１装着部材２２）
には、長手方向一方側の端部において、面ファスナ２６が設けられている。一方、装着部
８０の内周面（第１装着部材２２）には、長手方向他方側の端部において、面ファスナ２
８が設けられている。
【００５８】
　そして、シャンプークロス７０の被洗髪者Ｐへの着用時には、装着部８０を、第１装着
部材２２が外側に第２装着部材２４が内側になるように幅方向中間部８２で折り返した状
態にして、第２の実施の形態と同様に、長手方向（周方向）に伸長させて、装着部８０の
長手方向両端部を重ね合わせるように、装着部８０を被洗髪者Ｐの首部ＮＣに巻き付けて
、面ファスナ２６と面ファスナ２８とを互いに貼り付ける。これにより、装着部８０が、
被洗髪者Ｐの首部ＮＣに、筒状に巻き付けられた状態に装着される。そして、このときに
は、装着部８０の第１装着部材２２が、筒状の外側となって装着部８０の内周面および外
周面となり、一方、第２装着部材２４が筒状の内側となる。
【００５９】
　装着部８０は、第１の実施形態と同様に、伸縮率が異なる２つの部材から構成されるの
で、装着部８０においても、巻き付けやすさ、密着性、および耐久性を向上させることが
できる。さらに、第３の実施の形態では、装着部８０において、第２装着部材２４が筒状
の内側として構成されることで、筒状の内側で対向する第２装着部材２４の摩擦により装
着部８０が首部ＮＣに対してずれることを抑制できる。したがって、装着部６０の首部Ｎ
Ｃへの密着性を一層向上することができる。
【００６０】
　特に、ニット生地や第２装着部材２４の表面の滑りを良くするために形成されるコーテ
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ィング膜で構成されることで、速乾性を有する第１装着部材２２が、筒状の外側だけでな
く内側としても構成されることで、装着部１００が濡れているという装着者の不快感をよ
り減らすことができる。また、第１装着部材２２が第２装着部材２４の表面の滑りを良く
するために形成されるコーティング膜で構成されることにより、髪やゴミが第２装着部材
２４に付着することをより防ぐことができる。
【００６１】
　第３の実施の形態でも、第１の実施の形態と同様に、カバー部３０及びウォーターカッ
ト部４０が装着部８０の幅方向一端部に縫合されて、装着部８０から延出されている。第
２の実施の形態と同様に、図５（Ｂ）に示されるように、カバー部３０及びウォーターカ
ット部４０の両方が装着部８０の外周面内側の第２装着部材２４に縫合されてもよいし、
カバー部３０及びウォーターカット部４０の両方が内周面内側の第２装着部材２４に縫合
されてもよい。また、カバー部３０は装着部８０の内周面内側の第２装着部材２４の幅方
向一端部に縫合され、ウォーターカット部４０は装着部８０の外周面内側の第２装着部材
２４の幅方向一端部に縫合されてもよい。さらに、第１の実施の形態と同様に、カバー部
３０は装着部８０の幅方向一端部に縫合され、ウォーターカット部４０は幅方向中間部８
２近傍であって、装着部８０の外周面外側の第１装着部材２２の幅方向上部に縫合されて
もよい。
【００６２】
　図６（Ａ）および（Ｂ）に示すように、装着部８０は、第１装着部材２２が外側に第２
装着部材２４が内側になるように幅方向中間部８２で折り返されて、一部開放された円筒
状に湾曲された状態で装着部８０の外周面と内周面とが縫合されてもよい。そして、第２
装着部材２４における縫合された部分を縫合部８４としている。縫合部８４は、第１装着
部材２２および第２装着部材２４の伸縮性を妨げないように、ジグザグ状に縫合されてい
る。これにより、装着の度に装着部８０を幅方向中間部８２で折り返さなくてもよい。な
お、縫合部８４が、カバー部３０及びウォーターカット部４０の少なくとも一方の装着部
８０への縫合を兼ねてもよし、縫合部８４とは別にカバー部３０及びウォーターカット部
４０を装着部８０に縫合してもよい。
【００６３】
（第４の実施の形態）
　以下、図７及び図８を用いて第４の実施の形態の「異物侵入防止具」としてのシャンプ
ークロス９０について説明する。このシャンプークロス９０は、美容室等において、洗髪
時に用いられる防水用の後開きクロスとして構成されている。具体的には、被洗髪者Ｐが
シャンプークロス９０を着用して、被洗髪者Ｐの衣服に液体等がかかることを防止するよ
うになっている。
【００６４】
　シャンプークロス９０は、全体として、略矩形シート状に形成されている。シャンプー
クロス９０は、シャンプークロス９０の略中央部を構成する装着部１００と、シャンプー
クロス９０の外周側の部分を構成するカバー部１１０と、を含んで構成されている。なお
、本実施形態において、シャンプークロス９０はウォーターカット部を備えていないが、
ウォーターカット部を備えてもよい。また、カバー部１１０を備えず、装着部１００のみ
で構成されるネックシャッターと言われるものであってもよい。図面では、第１の実施の
形態と同様に構成されている部材には、同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００６５】
　装着部１００は、被洗髪者Ｐの首部ＮＣに装着される装着部として構成されている。装
着部１００は、シャンプークロス９０の厚み方向から見て同心に延びる渦巻き形状に形成
されている。装着部１００の幅寸法は、装着部１００における渦巻き形状の内側に位置す
る長手方向一方側の端部（以下、一方側端部という）から長手方向中央部へ向かうに従い
一度大きくなった後に小さくなるように形成されている。そして、長手方向中央部から渦
巻き形状の外側に位置する長手方向他方側の端部（以下、他方側端部という）に向かうに
従い大きくなるように形成されている。
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【００６６】
　換言すると、装着部１００における一方側端部の幅寸法Ｗ７および長手方向中央部の幅
寸法Ｗ９とが、一方側端部と長手方向中央部との間の幅寸法Ｗ８よりも小さくなっている
。また、装着部１００における他方側端部の幅寸法Ｗ１０は、長手方向中央部の幅寸法Ｗ
９よりも大きくなっている。装着部１００の一方側端部の幅寸法Ｗ７は、装着部１００に
おける他方側端部の幅寸法Ｗ１０よりも小さいのが望ましく、図７に示すように、一方側
端部および他方側端部が先端に向かって順次細くなるテーパー形状であるのが望ましい。
装着部１００の一方側端部と他方側端部との重なり合う面積を小さくし、一方側端部と他
方側端部との重なり合いによって生じる厚みによる不快感を被洗髪者Ｐに与えにくくする
ためである。
【００６７】
　装着部１００の径方向内側部分を被洗髪者Ｐの首部ＮＣに巻き付けて、面ファスナ２６
と面ファスナ２８とを互いに貼り付けることで、装着部１００が首部ＮＣの外周部に沿っ
た略円筒状になるように被洗髪者Ｐの首部ＮＣに装着されるようになっている。このとき
、図８に示すように、面ファスナ２６と面ファスナ２８とは、被洗髪者Ｐの肩部分におい
て張り合わされる。
【００６８】
　カバー部１１０は、樹脂製のシート材によって構成されて、全体として、略矩形状に形
成されている。カバー部１１０の中央部には、孔部１１２が貫通形成されており、孔部１
１２は、装着部１００の一方側端部と重なり合う他方側端部を略除いた、換言すると、面
ファスナ２８が設けられている部分を略除いた装着部１００の外形に対応した形状を成し
ている。そして、孔部１１２の外周縁部が、装着部１００の幅方向一方側（径方向外側）
の端部に縫合されている。これにより、カバー部１１０が、装着部１００の径方向外側端
部から装着部１００の径方向外側へ延出されている。また、カバー部１１０の長手方向両
端部は、被洗髪者Ｐの背側において重なり合い、この重なり合いの幅は装着部１００の一
方側端部と他方側端部との重なり合う幅よりも小さくなっている。
【００６９】
　そして、シャンプークロス９０の被洗髪者Ｐへの着用時には、装着部１００の長手方向
中央部を被洗髪者Ｐの喉仏辺りに合わせて、装着部１００を長手方向（周方向）に伸長さ
せて、装着部１００の長手方向両端部を重ね合わせるように、装着部１００を被洗髪者Ｐ
の首部ＮＣに巻き付けて、面ファスナ２６と面ファスナ２８とを互いに貼り付ける。これ
により、面ファスナの重なりが被洗髪者Ｐの肩側になることで、後開きのシャンプークロ
スであっても、被洗髪者Ｐに不快感を与えずに、装着部１００が、被洗髪者Ｐの首部ＮＣ
に、筒状に巻き付けられた状態に装着される。
【００７０】
　このように、装着部１００は、伸縮率が異なる２つの部材から構成されることにより、
第４の実施形態においても、被洗髪者Ｐの首部ＮＣに装着部１００を巻き付けやすく、ま
た、装着部１００における被洗髪者Ｐに対する密着性を向上することができる。しかも、
装着部１００は、第４の実施形態においても、伸縮率が異なっている第１装着部材２２と
第２装着部材２４とが厚み方向に互いに貼り付けられた状態で、被洗髪者Ｐの首部ＮＣに
巻き付けられるので、被洗髪者Ｐの首部ＮＣに繰り返し装着される装着部１００の耐久性
を向上することができる。
【００７１】
　更に、装着部１００を被洗髪者Ｐの首部ＮＣに装着したときに、装着部１００の長手方
向中央部の幅が一方側端部及び他方側端部よりも小さいことにより、被洗髪者Ｐの喉仏に
当たることを抑制でき、シャンプークロス９０を被洗髪者Ｐに装着したときの装着性を向
上することができる。
【００７２】
　なお、第１の実施の形態、第２の実施の形態、及び第３の実施の形態では、シャンプー
クロス１０に装着部２０，６０，８０、カバー部３０、及びウォーターカット４０を適用
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したバックシャンプークロスやダブルケープと言われるものを例に示したが、異物侵入防
止具はこれに限らない。例えば、ウォーターカット４０を備えないシングルケープ、カッ
トクロス、カラークロスと言われるものであってもよいし、カバー部３０及びウォーター
カット４０の両方を備えず装着部２０，６０，８０のみで構成されるネックシャッターと
言われるものであってもよい。
【００７３】
　更に、異物侵入防止具は、人用のレインコート、動物用のレインコート、手袋、長靴、
ギブスカバー、食事用エプロン等に適用してもよい。いずれにおいても、装着部２０，６
０，８０と、装着対象との密着性を向上することができ、装着部２０と装着対象との間に
隙間が生じにくくなり、隙間から液体や固体の異物等の侵入を防止することができる。こ
の場合には、装着部２０，６０，８０が装着される部位を適宜変更してもよい。
【００７４】
　また、第１の実施の形態、第２の実施の形態、第３の実施の形態、及び第４の実施の形
態では、装着部２０，６０，８０，１００の厚み寸法や幅寸法を特定していないが、装着
部２０，６０，８０，１００の厚み寸法や幅寸法は、適宜設定可能である。
【００７５】
　また、第１の実施の形態、第２の実施の形態、第３の実施の形態、及び第４の実施の形
態では、装着部２０，６０，８０，１００に面ファスナ２６及び面ファスナ２８を設けて
、面ファスナ２６及び面ファスナ２８によって装着部２０，６０，８０，１００を被洗髪
者Ｐの首部ＮＣに留めているが、装着部２０，６０，８０，１００を留める構成はこれに
限らない。例えば、面ファスナ２６及び面ファスナ２８の代わりに、装着部２０，６０，
８０，１００にボタンやフック等を設けて、当該ボタンやフック等によって装着部２０，
６０，８０，１００を被洗髪者Ｐの首部ＮＣに留めてもよい。
【００７６】
　また、第１の実施の形態、第３の実施の形態、及び第４の実施の形態では、装着部２０
，８０，１００は、第１装着部材２２及び第２装着部材２４が、装着部２０，８０，１０
０の厚み方向に互いに貼り付けられているが、第２装着部材２４を第１装着部材２２で厚
み方向に挟むように互いが貼り付けられてもよいし、第１装着部材２２を第２装着部材２
４で厚み方向に挟むように互いが貼り付けられてもよい。
【００７７】
　第２装着部材２４を第１装着部材２２で厚み方向に挟むように互いが貼り付けられると
、第３の実施の形態と同様に、装着部２０，８０，１００の被洗髪者Ｐの装着時の首部Ｎ
Ｃの接触部分がニット生地である第１装着部材２２となることにより肌触りを向上させる
ことができる。また、ニット生地は速乾性をも有するため、装着部２０，８０，１００が
濡れた際にはすぐ乾き、装着部２０，８０，１００が濡れているという不快感を減らすこ
とができ、また、一の装着者の使用後から装着部が乾燥して次の装着者が使用できるよう
になるまでの時間を短くすることができる。
【００７８】
　一方、第１装着部材２２を第２装着部材２４で厚み方向に挟むように互いが貼り付けら
れると、装着部２０，８０，１００の外周面がゴム素材である第２装着部材２４となるこ
とにより、装着部２０，８０，１００の外周面に紙などの固体の異物等が付着することを
防ぐことができ、付着したとしても掃ったり振ったりすることで固体の異物等を容易に落
とすことができ、清潔に保つことができる。
【符号の説明】
【００７９】
１０   シャンプークロス（異物侵入防止具）
２０   装着部
２２   第１装着部材
２４   第２装着部材
３０   カバー部
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４０   ウォーターカット部
５０   シャンプークロス（異物侵入防止具）
６０   装着部
６２   縫合部
７０   シャンプークロス（異物侵入防止具）
８０   装着部
８２   幅方向中間部
８４   縫合部
９０   シャンプークロス（異物侵入防止具）
１００ 装着部
１１０ カバー部
Ｗ１   幅寸法（装着部における長手方向両端部の幅寸法）
Ｗ２   幅寸法（装着部における長手方向中間部の幅寸法）
Ｗ３   幅寸法（第１装着部材における長手方向両端部の幅寸法）
Ｗ４   幅寸法（第１装着部材における長手方向中間部の幅寸法）
Ｗ５   幅寸法（第２装着部材における長手方向両端部の幅寸法）
Ｗ６   幅寸法（第２装着部材における長手方向中間部の幅寸法）
Ｗ７   幅寸法（第２装着部材における長手方向一方側の端部の幅寸法）
Ｗ８   幅寸法（第２装着部材における長手方向一方側の端部と長手方向中間部の中間の
幅寸法）
Ｗ９   幅寸法（第２装着部材における長手方向中間部の幅寸法）
Ｗ１０ 幅寸法（第２装着部材における長手方向他方側の端部の幅寸法）
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